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議事日程議題 20(b) 

2012 年 12 月 21 日に総会により採択された決議 

〔第二委員会の報告書（A/67/437/Add.2）に基づく〕 

 

67/206 国際小島嶼開発途上国年 

 

総会は、 

 

バルバドス宣言1および小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための行動計画2、モーリシャス宣言3

および小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための行動計画の一層の実施のためのモーリシャス戦略4、

アジェンダ 215の第 17 章および小島嶼開発途上国の持続可能な開発に関する第７章を含む持続可能な

会夏に関する世界サミットの実施計画（実施についてのヨハネスブルグ計画）6を再確認し、 

                                                 

 

小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための行動計画の一層の実施のためのモーリシャス戦略の実

施に関するハイ・レベル再検討会合の成果文書7、2010 年 12 月 20 の 65/156 と 2011 年 12 月 22 日の

66/198 の総会諸決議並びに同主題に関する全ての従前の他の諸決議を想起し、 

 
1 小島嶼開発途上国の持続可能な開発に関する世界会議報告書、ブリッジタウン、バルバドス、1994
年４月 25 日～５月６日（国際連合出版、Sales No. E.94.I.18 および正誤表）、第Ⅰ章、決議１，添付

書類Ⅰ。 
2 同書、添付書類Ⅱ。 
3 小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための行動計画の実施を再検討するための国際会議報告書、ポ
ート・ルイス、モーリシャス、2005 年１月 10 日～14 日（国際連合出版、Sales No. E.05.II.A.4 およ

び正誤表）、第Ⅰ章、決議１，添付書類Ⅰ。 
4 同書、添付書類Ⅱ。 
5 環境と開発に関する国際連合会議報告書、リオ・デ・ジャネイロ、1992 年６月３日～14 日、同会議
で採択された諸決議（国際連合出版、Sales No. E.93.I.8 および正誤表）決議１、添付書類Ⅱ。 
6 持続可能な開発に関する世界サミット報告書、ヨハネスブルグ、南アフリカ、2002 年８月 26 日～９
月４日（国際連合出版、Sales No. E.03.II.A.1 および正誤表）第Ⅰ章、決議２、添付書類。 
7 決議 65/2。 



 

「我々の求める未来」8と題され、2012 年７月 27 日に総会によって支持された、持続可能な開発に

関する国際連合会議の成果文書もまた想起し、そして小島嶼開発途上国が直面している持続可能な開発

の課題に対処する、調整された、均整のとれたそして統合された行動の重要性を認識し、 

 

国際年と記念祭に関する 1980 年７月 25 日の経済社会理事会決議 1980/67 および国際年の宣言に関

する 1998 年 12 月 15 日の 53/199 と 2006 年 12 月 20 日の 61/185 の総会決議を再確認し、 

 

１．2014 年国際小島嶼開発途上国年を宣言することを決定する。 

 

２．事務総長に対し、国際連合システム内の関連する機構と協議してまた経済社会理事会決議 1980/67

の添付書類の規定に注意して、同年の実施を促進することを招請し、そして上記本決議の実施からおよ

び関連機構の職務権限内の現行の活動を越えて生じるであろうあらゆる活動の経費は、自発的拠出金か

ら賄われるべきことを強調する。 

 

３．全加盟国、国際連合システムおよび全ての他の関係者に対し、小島嶼開発途上国の持続可能な開

発の達成を目的とした、国際的、地域的および、適切な場合には、準地域的協力を通したものを含む、

あらゆるレベルでの活動を促進するため、同年を利用することを奨励する。 

 

４．事務総長に対し、小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための行動計画の一層の実施のためのモ

ーリシャス戦略 4 のフォローアップおよびその実施について、事務総長の年次報告書において、総会の

第 77 会期に総会に報告すること、および特に、その財政的側面を含む同年の評価について同報告書の

中で詳述することを要請する。 

 

第 61 回本会合 

2012 年 12 月 21 日 

                                                  
8 決議 66/288、添付書類。 


